
●
補
助
額
　
対
象
経
費
の
全
額
（
上
限
３

万
円
）

※
公
正
証
書
と
は…

　
公
正
証
書
と
は
、
離
婚
に
お
け
る
協

議
内
容
を
文
書
に
し
た
も
の
と
な
り
ま

す
。
公
正
証
書
で
取
り
決
め
し
た
養
育

費
が
払
わ
れ
な
い
場
合
は
、債
権
者
は
、

収
入
や
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
の
強

制
執
行
手
続
き
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
口
約
束
で
は
な
く
文
書
で
取
り
決

め
を
し
ま
し
ょ
う
。

保
証
契
約
の
締
結
（
１
人
１
回
限
り
）

●
対
象
者
　
本
市
に
居
住
す
る
ひ
と
り
親

で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

◇
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

る
か
、
ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
に

あ
る

◇
公
正
証
書
な
ど
を
有
し
て
い
る

◇
養
育
費
の
対
象
と
な
る
児
童
（
満
20

歳
未
満
）
を
扶
養
し
て
い
る

◇
保
証
会
社
な
ど
と
１
年
以
上
の
養
育

費
保
証
契
約
を
締
結
し
て
い
る

◇
他
自
治
体
も
含
め
、
過
去
に
同
様
の

補
助
金
を
交
付
さ
れ
て
い
な
い

●
対
象
経
費
　
保
証
会
社
な
ど
と
養
育
費

保
証
契
約
を
締
結
す
る
際
に
必
要
な

経
費
の
う
ち
保
証
料
（
初
回
の
も
の

に
限
る
。）
と
し
て
申
請
者
が
負
担

す
る
費
用

●
申
請
期
限
　
保
証
契
約
の
締
結
日
の
翌

日
か
ら
６
カ
月
以
内

●
補
助
額
　
対
象
経
費
の
全
額
（
上
限
５

万
円
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
支
援
に
関
す
る

相
談
員
を
配
置
し
て
い
ま
す

　
生
活
･
就
業
･
子
育
て
な
ど
で
困
っ
た

こ
と
・
不
安
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
各
制
度
の
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

◇
医
療
費
助
成
に
つ
い
て

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

◇
そ
の
他
の
制
度
に
つ
い
て

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
２

ひとり親家庭等の皆さんを支援します

●
対
象
者
　
精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度

以
上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は

養
育
者

※
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
、

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
父
母
ま
た
は
養
育
者
と
児
童
の
住
所

が
国
内
に
な
い

◇
対
象
児
童
が
、
障
が
い
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
（
障
害
児
福
祉
手
当
は
年
金

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

◇
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
（
母
子
生
活
支
援
施
設
、

保
育
所
、
通
所
施
設
を
除
く
）

◇
所
得
が
一
定
額
以
上
あ
る
　
な
ど

●
手
当
月
額
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

◇
１
級
　
５
万
６
８
０
０
円

◇
２
級
　
３
万
７
８
３
０
円

●
支
給
月
　
◇
４
月
（
12
〜
３
月
分
）◇

８
月
（
４
〜
７
月
分
）◇
11
月
（
８

〜
11
月
分
）

※
申
請
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
２

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
中
学
生
と
一
緒
に
遊
ん
だ
り
、
あ
や
し

て
も
ら
っ
た
り
す
る
未
就
学
児
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
中
学
生
が
赤
ち
ゃ
ん
と
ふ
れ

あ
う
こ
と
で
、
子
育
て
の
大
変
さ
や
命
の

大
切
さ
を
感
じ
る
機
会
に
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
対
象
者
　
未
就
学
児
と
そ
の
保
護
者

●
日
時
・
会
場

◇
期
日
　
11
月
26
日
㈬
・
12
月
２
日
㈫

◇
時
間
　
①
午
前
９
時
55
分
〜
10
時
40

分
　
②
午
前
10
時
50
分
〜
11
時
35
分

◇
会
場
　
御
陵
中
学
校
３
階
　
多
目
的
室

※
12
月
２
日
㈫
は
①
の
み
開
催

●
必
要
な
も
の
　
◇
飲
み
物
◇
ミ
ル
ク
◇

着
替
え
◇
オ
ム
ツ
◇
タ
オ
ル
　
な
ど

※
あ
や
す
た
め
の
赤
ち
ゃ
ん
用
の
せ
ん
べ

い
や
ボ
ー
ロ
な
ど
は
持
ち
込
め
ま
す
。

●
申
込
方
法
　
◇
電
話
◇
申
込
フ
ォ
ー
ム

●
申
込
期
限
　
各
開
催
日
の
３
日
前
ま
で

●
申
し
込
み
・
内
容
の
問
い
合
わ
せ
先

N
P
O
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

☎（
５
８
９
）８
６
８
８

●
事
業
全
体
の
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課
こ
ど
も
政
策

担
当
　

   

☎（
５
８
０
）１
９
１
２

こ
ど
も
to
い
っ
し
ょ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

中
学
校
子
育
て
サ
ロ
ン申込フォーム

　妊娠中の過ごし方、出産・育児の話や実技、情報交換を行います。１コースから全
３コースまで自由に選べます。お産・育児コースは妊娠24週から34週ごろ、妊婦コー
スは16週から27週ごろがおすすめです。

●対象者　市内在住の妊娠中の人（育児コースは、パートナーや祖父母も参加可能）

●時間　午前９時半～正午ごろ（育児コースの午後の部　午後１時半～４時ごろ）
●会場　すこやか交流プラザ３階
●定員 12人（育児コースは12組）
※申込多数の場合、初産で出産予定日の早い人を優先します。
●必要なもの　◇参加費◇母子健康手帳◇筆記用具◇飲み物
※お産・妊婦コースは、動きやすい服装で参加してください。
●参加費　１人（組）200円
●申込方法　母子健康手帳アプリ（母子モ）
※アプリをダウンロード済の人は、母子モの「地域の子育て情報」のページにある「大野城市　オンライ
ン予約」から予約してください。
●申込期限　開催月の前月末
●申し込みと問い合わせ先

こども家庭センター母子保健担当　☎（580)1978

マタニティクラス（母親教室）

市ホームページ

12月18日㈭

コース

お産コース

育児コース
（午前の部・午後の部）

◇助産師によるお産のメカニズムや産後の話◇母乳育児◇妊婦体操の実技

◇赤ちゃん人形の抱っこ・おむつ替え体験◇沐浴体験（希望者数人）
◇離乳食の進め方◇れいわ子ども情報センターの見学

妊婦コース

期日 内容

◇妊娠中の過ごし方◇栄養士による妊娠中の栄養の話◇マイナートラブ
ル（腰痛など）の対処法◇骨盤セルフケア（実技）◇おっぱいマッサージ２月26日㈭

３月17日㈫

　
高
校
生
や
大
学
生
と
一
緒
に
工
作
を
し

ま
せ
ん
か
。

　
ス
ト
ロ
ー
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
コ
ッ
プ

な
ど
で
、
ス
ト
ロ
ー
ス
ノ
ー
ド
ー
ム
を
作

り
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者
４
〜
６
歳
の
未
就
学
児
と
そ
の

保
護
者

※
年
齢
は
令
和
８
年
４
月
１
日
時
点

※
対
象
年
齢
外
の
き
ょ
う
だ
い
の
参
加
は
要

相
談

●
日
時
11
月
30
日
㈰
　
午
前
10
時
〜
11

時
45
分（
受
付
　
午
前
９
時
30
分
〜
）

●
会
場
　
す
こ
や
か
交
流
プ
ラ
ザ
２
階
健

康
学
習
室
１

●
定
員
　
親
子
16
組
（
先
着
順
）

●
申
込
方
法
　
電
話

●
申
込
期
間
11
月
４
日
㈫
〜
14
日
㈮
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土
・
日
曜

日
・
祝
日
を
除
く
）

●
申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課
居
場
所
づ
く

り
担
当
　
　
☎（
５
８
０
）１
７
０
２

親
子
で
工
作

ス
ト
ロ
ー
ス
ノ
ー
ド
ー
ム
を

作
ろ
う
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